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セシウム137の総放出量が100テラベク
レルを下回れば、同時に放出されるセシ
ウム137以外の放射性物質を考慮しても、
原子力発電所の近隣に住む住民が長期避
難を余儀なくされる事態となる見込みは
少ないと考えられることなどを踏まえて
設定している。

新規制基準では、重大事故対策の有効性
評価の判断基準として、セシウム137の
総放出量が100テラベクレルを下回るこ
とを確認するとしているが、どのような
考え方に基づき設定しているのか。

○新規制基準における確認内容

平成24年11月16日換算のモニタリング結果

• 新規制基準では、重大事故の発生を防止するための対策を強化した上で、
万一、重大事故が発生しても対処できる設備や手順を整備することを要求。

①第6 次航空機モニタリングの測定結果、及び
②福島第一原子力発電所から80km 圏外の航空
機モニタリングの測定結果について（平成25年
3月1日文部科学省）より抜粋・一部加工

• 重大事故対策の有効性評価について、審査ガイドでは、想定する格納容器が
破損に至る事故（格納容器破損モード）においても、対策によりセシウム137
の放出量が100テラベクレルを下回ることを確認することとしている。

○審査ガイドにおいてセシウム137の総放出量が100テラベクレルを下回る
ことを確認するとした理由

• 原子力発電所の近隣に住む住民が長期避難を余儀なくされる可能性がある
放射性物質を基準とする観点から、想定される放出量が多く、半減期が長い
（約30年）セシウム137の放出量を基に評価

• セシウム137の総放出量が100テラベクレルを下回れば、他の放射性物質を
考慮しても長期避難を余儀なくされる事態となる見込みは少ない。

• 福島第一原子力発電所の事故では、セシウム137の総放出量は約1万テラベク
レルと評価されている。放出量をこの100分の1である100テラベクレル程度
に抑えることができれば、右図の大半のエリアは0.2µSv/h以下（薄い青色）
となり、環境への放射性物質による汚染の影響を抑えることができたと考え
られる。

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/gentai/anzen/nuclear/anzen/tokaidaini_wt_kekka.html
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